
 

【導入】 
「罪を認めて、早いところ償って、反省したらどうなんだ？」 

 

「なめんじゃねえ、おまえがやったんだろ！ 

お前みたいなうそつきの話誰が信じんだよ！」 

 

（間） 

やくざさながらの怒鳴り声が響く、取り調べ室の中。 

2010年、大阪府警東警察署において、繰り返し問い詰められ、複数回にわたり蹴りつけられた

男性。 

取り調べを通じてうつ病にかかるなど、多大な苦痛を強いられ、罪を認めるに至りました。 

 

暴力や恐喝、被疑者を騙しあざむくなど、 
今なお存在する違法な取り調べ。 
肉体的、精神的に人を傷つける、そうした取り調べが現実のものとなっているのです。 

 

本弁論では、こうした違法な取り調べの現状と、その解決を訴えます。 

 
【現状】 
そもそも「取り調べ」は刑事訴訟法に基づいた刑事事件の捜査の一環として行われます。 
殺風景な部屋に、灰色の机。 
皆さんも一度は、テレビや映画で見たことがあるのではないでしょうか？ 
そんな取り調べ室で、被疑者と警察官・検察官が対面して尋問を行います。 
 
この際、犯罪を明らかにするための「証拠」が大きな鍵を握ります。 
「証拠」には、本人による自白と、物的証拠などの自白以外の証拠、 
この2種類が存在します。 
この中で、本人による自白は、 
事件を立証する基礎となるため、裁判の判決に強い影響力を持ちます。 
このため、警察・検察は本人からの自白を得ようと、違法な取り調べを行うのです。 
違法な取り調べには大きく分けて2種類あります。 
一つは暴力や恐喝などの手段を用いて、無理やり自白させること。 
もう一つは取り調べ中に調書の書き換えを行うことです。 
 
実際に、こうした違法な取り調べが行われていた事例が確認されています。 
 
2003年、鹿児島県で発生した事件では、警察が被疑者に 
「私がやりました」と絶叫させたり、 
「罪を認めなければお前の家族も逮捕するぞ」 
といった脅迫が繰り返されました。 
そして、被疑者は事実と異なる調書に署名させられたのです。 
こうした取り調べは決して特殊なものではありません。 
警察内の機関による調査では、違法な取り調べが過去5年間で、 
年平均26件行われたことが確認されています。 



 

 
また、検察においても違法な取り調べは行われています。 
実際に、政府の調査によれば、 
「取り調べ中に、実際の供述と異なる調書を作成したことがある検察官」は 
なんと3割。 
 
警察でも検察でも、違法な取り調べは今なお行われ続けているのです。 
 
近年、 
こうした「違法な取り調べ」を防ぐ対策が打たれ始めています。 
政府は「取り調べの可視化」の実現を 
目指し、今年6月から刑事訴訟法を改正し、施行しました。 
この改正法では、裁判員裁判の対象事件や、検察が独自に捜査する事件の 
取り調べについて、原則、全過程の録音・録画が義務付けられています。 
また、 
録音・録画がされなかった事件については自白を証拠として認めない、等の 
罰則規定も設けられています。 
 
こうした取り調べの可視化は、違法な取り調べを防ぐために効果的です。 
日本弁護士連合会は、 
「刑事裁判では、被告人の自白が自らの意思でなされたのかどうかが重大な争点となり、 
取り調べの可視化は、違法な取り調べを無くすために有効である」と表明しています。 
 
しかし、この取り調べの可視化に向けた政策は不十分です。 
そもそも、今回可視化の義務化がされた目的は、裁判員裁判に関わる一般人に対して、より

分かりやすい証拠を残すこと。 
そして、検察のみが捜査を行う独自捜査に、第三者視点を導入することにあります。 
その結果、改正法で可視化される刑事事件は、全体のわずか3％。 
 
一方、残りの97%の事件は裁判員裁判の対象事件ではありません。 
また捜査も警察と検察、双方によって行われます。 
そのため、政府は適正な取り調べが行われていると判断し、可視化を導入する必要はない、

という立場をとっているのです。 
 
しかし、 
可視化の対象外となる犯罪においても、違法な取り調べが行われてきた事実があります。 
 
つまり、このままでは、違法な取り調べを完全に防ぐことはできないのです。 
 
 
 
 
【問題点＋理念】 
私は、違法な取り調べを完全になくしたい。 
違法な取り調べ、つまり、自白の強要や調書の書き換えなどは、 
警察によるれっきとした犯罪行為です。 



 

こうした取り調べは本来ありえないものであり、 
1件でも起こしてはなりません。 
 
そもそも警察の役割は、国民の安全な社会を実現することです。 
そのため、警察には強大な権力が与えられています。 
 
しかし、その権力の行使には、慎重にならねばなりません。 
取り調べ室という密室でたった一人、国家権力と対峙しなければいけない被疑者。 
ただでさえ不安な中、暴力を振るわれ、暴言を吐かれる、絶望的な日々・・・ 
 
強大な権力は、扱い方を間違えれば、被疑者の人権を簡単に侵害します。 
これでは、警察が安全な社会を実現するどころか、国民の生活を脅かしてしまいます。 
 
だからこそ、被疑者の人権を守り、警察本来の役割を全うできるように 
すべきです。 
 
【方向性＋プラン】 
そこで私は、1点のプランを提案します。 
それは、可視化義務付けの対象を全件に拡大することです。 
具体的には、刑事訴訟法を改正し、すべての刑事事件において、 
取り調べの際に全過程の録音・録画を行うことを規定します。 
2018年度、全国の警察署には 3500台の録画・録音機材が導入されています。 
これに対し、全刑事事件可視化に向け、新たに1200台導入します。 
そして、取り調べで記録された録画・録音を、裁判において、 
「違法な取り調べがなされていない」ことを示す証拠として使います。 
 
これにより、自白の強要や調書の書き換えなど違法な取り調べを防ぐことができるのです。 
 
【懸念】 
しかし、可視化の義務付けを全件に拡大しただけでは、 
違法な取調べを完全に防ぐことはできません。 
なぜなら、現在可視化を義務づけている刑事訴訟法には、抜け穴が存在しているからです。 
この法律には例外事項が存在しており、その中に、 
機材が故障している場合、録音録画を実施しなくてよい、 
という事項が含まれています。 
実際に2017年に可視化の対象となった 
刑事事件3000件のうち、およそ160件がこうした理由により 
可視化が行われませんでした。 
つまり、この例外規定が存在する限り、警察・検察はこの規定を利用して、 
都合が悪いときには可視化を行わないことが可能になってしまうのです。 
 
 



 

【補填プラン】 
そこで、新たに1点のプランを提案します。 
それは、さらに刑事訴訟法の改正を行い、取り調べ可視化の例外規定を 
削除することです。 
これにより、録画機器が故障している場合にも、新たに導入される1200台の機器を使うこ
とで、完全な可視化を実現することができます。 
これらのプランにより、可能な限りすべての刑事捜査の透明性を高め、 
違法な取り調べを無くすことができるのです。 
 
【締め】 
青天白日。 
疑いを晴らし、やましいことや隠し事を無くすことが、 
まさに今、被疑者だけでなく、取り調べる人間に求められています。 
法に照らし、適正に罰する。 
これは、本来白昼のもとに晒されても問題のないことであるはずです。 
今こそ、可視化を通して、取り調べ、日本の司法を、 
まっとうなものとするべきなのではないでしょうか。 
 
ご清聴ありがとうございました。 
 
 


